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これまでの分科会における診療報酬による対応に関する主な意見

（１）消費税対応分の手当方法の考え方

○「透明性」や「公平性」の観点からの意見

・過去の補填の仕方は、現状では不明確で、医療側も患者も分からないという不透明な形になっている。

・診療報酬で対応するときに、平成元年､９年のような、限られた項目に配分する方法は透明性･公平性に欠ける｡

・日常的に発生している日常の仕入れに関わる損税の影響が大きく、問題は高額投資だけではない。

・過去２回の対応では、後の診療報酬改定でどこに補填したかが見えなくなっているので、はっきりと補填の部分

が分かるように、例えば、基本診療料に加算として一括して補填する対応が望ましいのではないか。

○「高額な投資」への手当に関する意見

・高額投資をした医療機関に直接的に補填するスキームを診療報酬体系の中で構築するのはかなり困難な作業｡

・診療報酬の中で、高額投資の負担の公平性を少しでも高めるような工夫をする方向になるのだろうと、現時点

では思っている。

○薬価、特定保険医療材料価格に関する意見

・薬価、特定保険医療材料価格は理論的に計算式の中で消費税分が補填されていると思うが、医療機関や患者

が理解しにくいので、消費税分が乗っていることが分かる形に変えることができないか。
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（２）これまでの診療報酬による対応に関する意見

・日本医師会の調査では、医療機関の控除対象外消費税は、これまでの診療報酬の補填を上回っている。

・過去２回の診療報酬改定の際に、控除対象外消費税の把握に洩れがあり、結果として、損税が発生していると

思っている。現時点の実態を調査し、結果を踏まえ対応をしてほしい。

・平成24年度までの診療報酬改定の中で、全体として調整等がされているはず。点数が下がった項目は他の項

目で上乗せされる等の対応をされ、全体として診療報酬が決まっているはずで、全体の中で手当されているの

ではないか。

・平成元年、９年の改定率の計算式で、減価償却費の取扱いはどうなっていたのか、医療機関の設備投資にか

かる消費税分はどのように考えていたのか。

・平成９年の改定率の計算式で、消費者物価の影響の指数をかけるのが妥当なのかどうか。

・平成元年の改定率の計算式で、「主要でない項目」の具体的な内容が不明で、これを控除した意味がよく分か

らない。

・法人税で損金算入される分は、消費税が控除できなかった負担が軽減されており、控除対象外消費税の議論

をするときに、議論の対象になると思っている。

・診療報酬での手当であれば、診療報酬自体が法人税の課税対象になることを踏まえる必要。控除対象外消費

税は損金になるが、それをもって診療報酬で手当てすべき財源を減らすべきという議論は受け入れられない。



既収載医薬品の現行の薬価改定方式

調整幅
（２％）

加重平均値
（消費税込み）
（１０５円）

改定後の新薬価
（１０７．２０円）

現行薬価
（１１０．００円）

価格

数
量

市場実勢価格の分布

改定後薬価 ＝ 販売価格の加重平均値＋（現行薬価×調整幅（2/100））

107.2円 105円 110円（現行薬価）×2% = 2.2円

消費税分（５％）を含んでいる

100円（仮）

市場実勢価格（消費税抜き）× 1.05

消費税込み
105円

参考２
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診療報酬改定における消費税への対応

○平成元年４月診療報酬改定（消費税導入時）における消費税分の上乗せ

診療報酬改定 医療費ベース ＋０．１１％

薬価改定 医療費ベース ＋０．６５％

合 計 医療費ベース ＋０．７６％

○平成９年４月診療報酬改定（消費税引上げ時）における消費税分の上乗せ

診療報酬改定 医療費ベース ＋０．３２％

薬価改定 医療費ベース ＋０．４５％

（特定保険医療材料分０．０５％を含む）

合 計 医療費ベース ＋０．７７％

※ただし、同年度消費税引き上げ分とは別で以下の改定を実施

診療報酬改定 医療費ベース ＋０．９３％

・・・診療報酬の合理化を図るための改定

薬価改定 医療費ベース －１．３２％

よって消費税引上げ分とそれ以外の改定分の合計で、平成９年は＋０．３８％の改定となっている。

（※）満年度ベースでは、０．８４％

4

医科 ＋０．８０％
歯科 ＋０．３２％
調剤 ＋１．５０％

医科 ＋０．３２％
歯科 ＋０．４３％
調剤 ＋０．１５％

医科 ＋０．９９％
歯科 ＋０．３２％
調剤 ＋１．００％

参考３
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○平成９年４月診療報酬改定時（消費税引上げ時）の計算方法

① 薬価基準分 20.9%（薬剤費の割合） × (105/103－1) = 0.40%

② 特定保険医療材料 2.4%（特定保険医療材料の割合） × (105/103－1) = 0.05%

③ 診療報酬本体分

100－46.8%（人件費）－20.9%（薬剤費）－2.4%（特定保険医療材料）

－8.4%（非課税品目） ×1.5/100（消費者物価への影響） = 0.32%

全体改定率 ①＋②＋③＝0.77%

○平成元年４月診療報酬改定時（消費税導入時）の計算方法

① 薬価基準分 3.0% × 0.9 （注）× 0.9（在庫一ヶ月分調整率） = 2.4%（医療費ベース0.65%）
※満年度ベース2.7%（医療費ベース0.72%）

② 診療報酬本体分

100－51.6%（人件費）－20.4%（薬剤費）－3.7%（価格低下品目）－10.3%（非課税品目）

－4.0%（主要でない項目） ×1.2/100（消費者物価への影響）×10/11（在庫１ヶ月分調整率）

= 0.11% （満年度ベース0.12%）

全体改定率 ①＋②＝0.76% （満年度ベース0.84%）

（注）消費税導入時の薬価算定方式は、薬の流通価格の加重平均値より
も、最低でも10％程度上乗せされた価格が薬価として設定されていた
ため、過剰転嫁とならないよう、「0.9」を乗じている。

参考４
平成元年及び平成９年の計算方法



項目 改定当時の各項目の考え方

在庫一ヶ月分調整率

消費税導入時（平成元年4月時点）に医療機関が在庫として抱えている医薬

品には、それを購入した際に消費税が課税されておらず、その分についても
消費税導入の影響を考慮することは不適切であるため、消費税導入の影響を
調整するための率。

人件費、薬剤費
国民医療費と医療経済実態調査に基づく医業費用に占める人件費、薬剤費
の割合から算出。

特定保険医療材料
国民医療費と社会医療診療行為別調査に基づく特定保険医療材料費の割合
から算出。

価格低下品目

消費税による影響が明らかであると考えられる項目であっても、当該物品等
の当時の近時の価格の動向に鑑みれば、改定を行う必要はなく、むしろ診療
報酬が公共料金としての性格を有していることに照らし、引上げを行うことが
適当でないとされた品目。（歯科材料、ダイアライザー、フィルム、検体検査実
施料（試薬以外）、コンピュータ画像診断）

非課税品目 医業費用のうち、消費税が課税されないと考えられる品目。

主要でない項目 医業費用のうち、人件費、医薬品費等を除いた残りの費用。

消費者物価への影響
消費税が課税される項目と課税されない項目が混在していることに鑑み、消
費税の導入又は引上げが一般の消費者物価指数に与える影響と同等である
と仮定して、乗じられた数値。
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平成元年度改定項目の改定時の対応と現状①

平成元年度改定時 平成２４年度改定後

血液化学検査
（①５項目以上７項目以下）

１９５点（＋５点） ９３点

血液化学検査
（②８項目以上９項目）

２４５点（＋５点） １０２点

感染症血清反応
（抗ストレプトリジンO価（ASO価））

３５点（＋５点） １５点

血漿蛋白免疫学的検査
（C反応性蛋白（定性））

４０点（＋５点） １６点

血漿蛋白免疫学的検査
（C反応性蛋白（定量））

５０点（＋５点） １６点

細菌薬剤感受性検査
（３系統以下）

１４５点（＋５点） 算定方法変更（平成４年度改定）

点滴回路加算 １５点（＋１点） 他点数に包括評価
（平成６年度改定）

中心静脈注射回路加算 １５点（＋１点） 他点数に包括評価
（平成６年度改定）

人工腎臓食事給与加算 ６１点（＋１点） 加算廃止
（平成１４年度改定）

精神科デイ・ケア及び
精神科ナイト・ケア食事加算

４６点（＋１点） 精神科デイ・ケア、ナイトケア本体に包括
評価（平成22年度改訂）

医科（平成元年）

参考５
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平成元年度改定項目の改定時の対応と現状②

平成元年度改定時 平成２４年度改定後

基準寝具加算 １５点（＋１点） 入院基本料に組み込まれた

給食料 １３６点（＋１点） 入院時食事療養費に改変

老人保健施設入所者基本療養費 ２１０，６６０円（＋６６０円） 介護保険へ編入（平成１２年度）

医科（平成元年）

平成元年改定時 平成２４年度改定後

印象採得
（欠損補綴、連合印象）

１６５点（＋５点） ２２８点

印象採得
（特殊印象 咬合圧印象）

２１０点（＋１０点） 特殊印象：２７０点

印象採得
（特殊印象 機能印象）

２６０点（＋１０点） 特殊印象：２７０点

印象採得
（ワンピースキャストブリッジ

ダミー１歯のもの）

２１５点（＋５点） 支台歯とポンティックの数の合計が５歯以
下の場合：２８０点

印象採得
（ワンピースキャストブリッジ

ダミー２歯のもの）

２７０点（＋１０点）
支台歯とポンティックの数の合計が５歯以下の場合：２８０点
支台歯とポンティックの数の合計が６歯以上の場合：３３２点

印象採得
（矯正、その他の措置、著しく困難なもの）

３９０点（＋１０点） ４００点

基準寝具加算 １５点（＋１点） 入院基本料に組み込まれた

給食料 １３６点（＋１点） 入院時食事療養費に改変

点滴回路加算 １５点（＋１点） 他点数に包括評価
（平成６年度改定）

歯科（平成元年）
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平成元年度改定項目の改定時の対応と現状③

平成元年改定時 平成２４年度改定後

全部鋳造冠 ３７５点（＋５点） 全部金属冠：４５４点

前装鋳造冠 １０１０点（＋１０点） レジン前装金属冠：１１７４点

インレー（複雑なもの） ２２５点（＋５点） ２８４点

有床義歯
（局部義歯、１歯から４歯まで）

３４５点（＋５点） ５６０点

有床義歯
（局部義歯、５歯から８歯まで）

４６０点（＋１０点） ６９０点

有床義歯
（局部義歯、９歯から１１歯まで）

５２０点（＋１０点） ９２０点

有床義歯
（局部義歯、１２歯から１４歯まで）

８１５点（＋１５点） １３４０点

有床義歯
（総義歯）

１２３５点（＋１５点） ２１００点

根管充填
（単根管）

６７点（＋２点） ６８点

根管充填
（２根管）

８７点（＋２点） ９０点

根管充填
（３根管以上）

１０８点（＋３点） １１０点

歯科（平成元年）
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平成元年度改定項目の改定時の対応と現状④

平成元年度改定時 平成24年度改定後

計量混合調剤加算 ２０５円（＋５円） １調剤につき
イ．液剤 ３５点
ロ．散剤、顆粒剤 ４５点
ハ．軟・硬膏剤 ８０点

調剤（平成元年）
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平成九年度改定項目の改定時の対応と現状①

平成九年度改定時 平成２４年度改定後

入院環境料 １６０点（＋４点） 入院基本料に組み直し

特定機能病院入院診療料
（①特定機能病院であって、別に厚生大臣が定め
る基準に適合しているものとして都道府県知事に

届け出た保険医療機関の場合）

１０５０点（＋１５０点） 入院基本料に組み直し

特定機能病院入院診療料
（①以外の特定機能病院である保険医療機関の

場合）

６００点（＋１５０点） 入院基本料に組み直し

精神療養入院料（A） １０６９点（＋４点） １０６１点

精神療養入院料（B） ７５９点（＋４点） １０６１点

特殊疾患療養病棟入院料（A） １９０４点（＋４点） 特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患
病棟入院料に組み直し
（平成２０年度改定）特殊疾患療養病棟入院料（B） １５０４点（＋４点）

医科（平成九年）
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平成九年度改定項目の改定時の対応と現状②

平成九年度改定時 平成２４年度改定後

特定疾患療養指導料
（①診療所の場合）

２０２点（＋２点） ２２５点
（特定疾患療養管理料）

特定疾患療養指導料
（②１００床未満の病院の場合）

１３７点（＋２点） １４７点
（特定疾患療養管理料）

医科（平成九年）
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平成九年度改定項目の改定時の対応と現状③

平成九年度改定時 平成２４年度改定後

小児特定疾患カウンセリング料 ７１０点（＋１６０点）（月一回算定） 月の１回目：５００点
月の２回目：４００点

皮膚科特定疾患指導管理料（Ⅰ） ５４０点（＋７０点） ２５０点

生化学的検査（Ⅰ）判断料 １２０点（＋１０点） １４４点

基本的検体検査判断料（Ⅰ） ４６０点（＋１０点） ６０４点

基本的検体検査判断料（Ⅱ） ３６０点（＋１０点） ６０４点

病理診断料 ２１５点（＋５点） １ 組織診断料：４００点
２ 細胞診断料：２００点

病理学的検査判断料 １１８点（＋８点） １５０点（病理判断料）

膀胱尿道ファイバースコピー ８６０点（＋１６０点） ９５０点

静脈内注射 ２８点（＋１点） ３０点

通院精神療法
（診療所）

３９２点（＋２点） ４００点
（通院・在宅精神療法２－イ）

医科（平成九年）
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平成九年度改定項目の改定時の対応と現状④

平成九年度改定時 平成２４年度改定後

眼処置 ２５点（＋３点） ２５点

耳処置 ２５点（＋３点） ２５点

介達牽引 ４２点（＋２点） ３５点

閉鎖循環式全身麻酔 ５８００点（＋３００点） ２４９００点～６１００点

高エネルギー放射線治療 １１００点（＋１００点） 一回目：１８００点～８４０点
二回目：９００点～４２０点

入院時食事療養費（Ⅰ） １９２０円（＋２０円） ６４０円
（一食毎に変更：平成１８年度改定）

入院時食事療養費（Ⅱ） １５２０円（＋２０円） ５０６円
（一食毎に変更：平成１８年度改定）

老人性痴呆疾患治療病棟入院料
（①入院した日から３月以内）

１２７４点（＋４点） １ １４６１点
２ １０８１点

（３１日以上６０日以内の期間に変更）

（認知症治療病棟入院料に再編：平成
２２年度改定）

老人性痴呆疾患治療病棟入院料
（②入院した日から３月超）

１１７４点（＋４点） １ １１７１点
２ ９６１点

（認知症治療病棟入院料に再編：平成
２２年改定）

医科（平成九年）
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平成九年度改定項目の改定時の対応と現状⑤

平成九年度改定時 平成２４年度改定後

老人性痴呆疾患療養病棟入院料（A） １１０４点（＋４点） 項目削除（平成１８年度改定）

老人性痴呆疾患療養病棟入院料（B） １０７４点（＋４点） 項目削除（平成１８年度改定）

診療所老人医療管理料（Ⅰ） １０９４点（＋４点） 項目削除（平成２２年度改定）

診療所老人医療管理料（Ⅱ） ６５９点（＋４点） 項目削除（平成２２年度改定）

老人慢性疾患生活指導料
（①診療所）

２１２点（＋２点） 他点数に再編

老人慢性疾患生活指導料
（②１００床未満の病院）

１３７点（＋２点）

重点指導対象病棟検体検査判断料
生化学的検査（Ⅰ）判断料

１０２点（＋９点） 項目廃止（平成１２年度改定）

訪問看護管理療養費 ７０５０円（＋５０円） ７３００円
（平成２２年度改定で増点）

老人訪問看護管理療養費
（１日の場合～１２日の場合）

７０５０円～３８９５０円
（各々＋５０円）

介護保険へ改変
（平成１２年度）

医科（平成九年）
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平成九年度改定項目の改定時の対応と現状⑥

平成九年度改定時 平成２４年度改定後

根管充填
（単根管）

６８点（＋１点） ６８点

根管充填
（２根管）

９０点（＋３点） ９０点

根管充填
（３根管以上）

１１０点（＋２点） １１０点

印象採得
（連合印象）

１９０点（＋５点） ２２８点

印象採得
（特殊印象）

２６５点（＋５点） ２７０点

印象採得
（ワンピースキャストブリッジ、支台歯とポンティッ

クの数の合計が５歯以下の場合）

２７５点（＋５点） ２８０点

印象採得
（ワンピースキャストブリッジ、支台歯とポンティッ

クの数の合計が６歯以上の場合）

３２６点（＋６点） ３３２点

印象採得
（口蓋補綴・顎補綴、簡単）

１４３点（＋３点） 項目削除
（平成２２年度改定）

印象採得
（口蓋補綴・顎補綴、困難）

２６５点（＋５点） ２２０点

印象採得
（口蓋補綴・顎補綴、著しく困難）

４００点（＋２０点） ４００点

歯科（平成九年）
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平成九年度改定項目の改定時の対応と現状⑦

平成九年度改定時 平成２４年度改定後

印象採得
（矯正、その他の措置、簡単）

１４３点（＋３点） １４３点

印象採得
（矯正、その他の措置、困難）

２６５点（＋５点） ２６５点

印象採得
（矯正、その他の措置、著しく困難）

４００点（＋１０点） ４００点

咬合採得
（ワンピースキャストブリッジ・支台歯とポンティッ

クの数の合計が６歯以上）

１３５点（＋５点） １４０点

咬合採得
（有床義歯・多数歯欠損）

１３５点（＋５点） １８５点

咬合採得
（有床義歯・総義歯）

２３５点（＋５点） ２８０点

咬合採得
（有床義歯・多数歯欠損・老）

１５５点（＋５点） 項目削除
（平成１４年度改定）

咬合採得
（有床義歯・総義歯・老）

２５５点（＋５点） 項目削除
（平成１４年度改定）

インレー（単純なもの） １７０点（＋５点） １９０点

インレー（複雑なもの） ２５７点（＋５点） ２８４点

全部鋳造冠 ４１０点（＋８点） ４５４点

歯科（平成九年）
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平成九年度改定項目の改定時の対応と現状⑧

平成九年度改定時 平成２４年度改定後

前装鋳造冠 １２１９点（＋１５点） レジン前装金属冠：１１７４点

ポンティック ４２８点（＋８点） ４３４点

有床義歯
（総義歯）

２０３５点（＋３５点） ２１００点

有床義歯
（局部義歯、１歯～４歯）

５１０点（＋１０点） ５６０点

有床義歯
（局部義歯、５歯～８歯）

６１０点（＋１０点） ６９０点

有床義歯
（局部義歯、９歯～１１歯）

８６５点（＋１５点） ９２０点

有床義歯
（局部義歯、１２歯～１４歯）

１２７０点（＋２０点） １３４０点

スルフォン樹脂有床義歯
（総義歯）

２８５０点（＋５０点） ２７８０点
（熱可塑性樹脂有床義歯）

スルフォン樹脂有床義歯
（局部義歯、１歯～４歯）

７１０点（＋１０点） ６７０点
（熱可塑性樹脂有床義歯）

スルフォン樹脂有床義歯
（局部義歯、５歯～８歯）

９３５点（＋１５点） ９００点
（熱可塑性樹脂有床義歯）

スルフォン樹脂有床義歯
（局部義歯、９歯～１１歯）

１２００点（＋２０点） １１２０点
（熱可塑性樹脂有床義歯）

スルフォン樹脂有床義歯
（局部義歯、１２歯～１４歯）

１８３５点（＋３５点） １７５０点
（熱可塑性樹脂有床義歯）

歯科（平成九年）
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平成九年度改定項目の改定時の対応と現状⑨

平成九年度改定時 平成24年度改定後

計量混合調剤加算 ４０点（＋５点） １調剤につき
イ．液剤 ３５点
ロ．散剤、顆粒剤 ４５点
ハ．軟・硬膏剤 ８０点

計量混合調剤加算
（予製剤の場合）

８点（＋１点） （予製剤の場合）
上記点数の２０／１００に相当する点数

一包化加算 ３５点（＋５点） 内服薬のみ

１．５６日分以下の場合（７日分に
つき） ３０点

２．５７日分以上の場合
２７０点

老人用製剤加算 ４０点（＋５点） 嚥下困難者用製剤加算（平成１４年度
改定より名称変更）として

８０点

調剤（平成九年）
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